
寓
票
万
、
-
鴬
割
｝
呼
悪
．

●

一
。
■
■
●
言
』
●

句

削
卜
眺
調
院
群
１
１１
卜
！
，
…
…
・
・
・
ゞ
・
・
・
ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
．
！
！
Ｉ
！
！
’
写
“
１
０
１
０
，
１
０
１
●
１
１
１
１
１
．
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｏ
ｉ
０
ｉ
１
？
ｉ
ｉ
ｒ
０
-
．
ｉ
●
’
１
０
Ｉ
１
０
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
-
・
’
１
。
。
：
ｉ
９
１
ｉ
ｉ
ｉ
ｏ
１
０
１
１
Ｉ
ｌ
●
０
１
１
１
’
’
１
１
１
０
１
１
０
１
１
１
９
１
１
。
０
０
．
１
１
１０
１
１
１
１
-
…
１

句

一繩禰釧洲幽○

●

．
Ｊ
・
・

●

●

一

や

ｅ

《／’１。』

■

Ｇ

■

■

ウ

ｅ

０

１

決裁

●

■■■■■処分庁

審査請求人（以下｢請求人｣という｡）が、平成２４年５月２７日に提起した審
査請求(以下｢本件審査請求」という｡)について､次のとおり裁決ずる。

１

主 ．文．．
Ｕ■■■■■■が､審査請求人に対して行い､平成24年５月24日付|旧
■■■■■■■で通知した保護申請却下決定を取り消す。

、 理 由
第１審査請求の趣旨及び理由
１審査請求の趣旨
雪本件審査請求の趣旨は､■■■■■■謹壼裁欝辮駕駕睾唾猟奉
熱鎮駕鞍壼登

２審査請求の理由
本件審査請求の理由は、おおむね次のとおりであると解される。

①毒鰈網厭離塞郷藩蝋=苦念
日に請求人の家に来ることはあったが､.生活保護の担当者から、土日に来る
くらいなら大丈夫と言われた｡にもかかわらず請求人の世帯について､陸
含めた■人世帯であると認定しくそれが申請内容と異なるとの理由で保護申
請を却下した本件処分は､違法又は不当である６

第２認定事実及び判断
１．認定事実
(1)請求人は､平成24年４月２５日に､処分庁に対し､請求人及〔梱、
■入世帯として臘第7条の規定による保護開始の申請(以下｢本件申請ｊ
という｡）をしたこと。

/(2)処分庁は､本件処分を行い､請求人に対し､｢あなたは申請書中では■
人世帯ということになっていますが､各関係機関からは､頻繁に■§
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●

家にいる旨の報告がありました｡実態調査も行った結果､醗含め■
人が同一世帯であると認定します。よって、申請内容と異な.るため却下
します｡」との理由を附した本件通知書を送付したこと。

（３）処分庁は、本件処分を行うに当たり、平成２４年５月７日から同月２
２日までの間、請求人世帯の員数について調査したところ、当該期間中
に合計8日間(うち7日間は平日)､睡§請求人宅に滞在していたとの事
実を確認したものの､■収入及び資産を把握するための調査は実施し
なかったこ"と。

（４）請求人は､平成２４年５月２７日付けで本件審査請求を提起したこと。
２判断・
（１）法の仕組み

保護は､.原則として、要保護者等の申請に基づいて開始されるが（法
第７条)、保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の
要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、こ
れを通知しなければならず(法第２４条第１項)、保護の決定又は実施の
ために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入
の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者
若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることが
できる（法第２９条)d
また、保護は、生活に困窮する者が､その利用し得る資産、能力その

・他あらゆるものを､その最低限度の生活の維持のために活用することを
要件として行われ（法第４条第１項)、その要否及び程度は、世帯を単位
として判定される（法第１０条)。同条が､．保護の要否及び程度は世帯を
単位として定むべき旨を規定しているのは､同一の世帯に属する者は相
互の間に法律上の扶養義務があるかどうかにかかわらず、事実上、生計
の面で互いに依存し援助し合う関係にあるのが通常であるところから、’この事実を基礎として保護の要否及び程度を決定すべきものとする趣旨
である（東京地方裁判所昭和３８年４月２６日判決)。

(2)本件処分について
これを本件処分についてみると、処分庁は､前記認定事実（３）のと

おり、請求人世帯の員数を調査した結果､平成２４年５月７日から同月
２２日までの間に合計8日間(うち7日間は平日)､Ｂ滞求人宅に滞在
していたとの事実を確認していることからすれば､処分庁が、前記認定
事実(2)のとおり､請求人の世帯につき､請求人及ひ■､ほかに､■
も含t轡世帯であると認定した点については､社会通念上妥当である
と認められる。
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もっとも､処分庁は､■含むＢ世帯であることが本件申請の内容
と異なることを理由に、本件申請を却下する本件処分を行づているが、
法第４条第，項及び法第，０条の規定によれば、保護は、保護開始申請
を行った世帯が、その利用し得る資産､能力その他あらゆるものを､そ
の最低限度の生活の維持のために活用してもなお生活に困窮することを
開始の要件としているのであり、実際の世帯員の員数が､申請した世帯’員の員数より多いことのみによって、直ちに当該世帯につき保護の要件
を次ぐことにはならない｡
すなわち､処分庁は､屡請求人の世帯員である旨認定しているので
あるから、､これを基礎として請求人世帯に対する保護の要否を決定すべ
きであり､酢含む請求人世帯の収入及び資産を把握するために､法第
２９条の規定による調査等を実施すべきであったというべきである｡
しかし、処分庁は、前記認定事実（３）のとおり、これを実施せず、

請求人世帯の収入及び資産の状況を把握しないまま、本件処分を行った
ものと認められる｡．
そうすると、本件処分は、実施すべき調査を実施しなかったことによ
り、請求人世帯への保護が不要であると判断できないにもかかわらず､．
本件申請を却下したものであるから、違法なものと言わざるを得ず、取

・消しを免れない。
３結論．、
以_Ｅのとおり、本件審査請求は理由があるから、行政不服審査法第40
条第３項を適用して、主文のとおり裁決する。

̅

平成２４年１２月２６日

千葉県知事鈴木栄
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